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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
、
医

療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
制
度
開
始
時
に
対
象
と
な
る
方
に
は
、

３
月
末
ま
で
に
保
険
証
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
加
入
手
続
き
は
不
要
で
す
。

　
ま
た
、
保
険
料
は
２
年
に
一
度
見
直

さ
れ
ま
す
が
、
平
成
　
・
　
年
度
の
保

20

21

　
今
後
も
安
定
し
た
医
療
制
度
の
運
営

を
確
保
し
な
が
ら
、
公
平
に
負
担
し
て

い
た
だ
く
た
め
、4
月
１
日
か
ら「
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
」が
施
行
さ
れ
ま
す
。

　
４
月
か
ら
は
、　
歳
（
一
定
の
障
害

75

が
あ
る
場
合
は
　
歳
）
以
上
の
方
は
、

65

今
ま
で
の
医
療
保
険
制
度
を
脱
退
し
、

　
南
部
小
学
校
が
、（
財
）
教
育
美
術

振
興
会
主
催
の
「
第
　
回
全
国
教
育

67

美
術
展
」
で
、
応
募
校
数
２
千
　
校
782

の
中
か
ら
、３
つ
の
全
国
学
校
賞
の
一

つ「
教
育
美
術
振
興
会
会
長
賞
」を
受

賞
し
ま
し
た
。
受
賞
は
、
同
校
の
図

画
授
業
で
の
造
形
教
育
へ
の
取
り
組

み
が
評
価
さ
れ
た
も
の
で
す
。

◆
東
部
小
・
南
部
小
の
　
人
が「
特
選
」に

１０

　
ま
た
、
全
国
　
万
４
千
　
点
か
ら

12

970

「
特
選
」に
、
東
部
小
学
校
と
南
部
小

学
校
の
児
童
　
人
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

10

【
東
部
小
】
齊
藤
 稜
 さ
ん（
３
年
）

り
ょ
う

【
南
部
小
】
石
田
 稜
 さ
ん
（
１
年
）、

り
ょ
う

中
川
 修
 
し
ゅ
う

 汰
 さ
ん（
１
年
）

た

、
久
保
木
 智
 
さ
と

年
生
の
図
画

の
授
業
風
景

が
紹
介
さ
れ

る
予
定
。

【
問
合
せ
】

指
導
課

　
税
金
は
、
福
祉
の
充
実
や
道
路
、
施

設
の
利
用
な
ど
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
対
価

と
し
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
公
平
・
公

正
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　
市
で
は
、
市
税
や
国
民
健
康
保
険
税

な
ど
、
納
期
限
（
納
付
す
る
期
限
）
ま

で
に
納
付
し
て
い
な
い
方
に
、
法
律
に

基
づ
き
、
督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。

　
督
促
状
を
送
付
し
て
も
、
納
付
や
納

税
相
談
に
応
じ
て
い
た
だ
け
な
い
場
合

は
、
催
告
状
を
送
付
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
催
告
状
の
送
付
後
も
納
付

や
相
談
が
な
い
場
合
は
、
預
貯
金
の
差

し
押
さ
え
や
公
売
な
ど
を
行
う
こ
と
に

  「
払
え
る
の
に
払
わ
な
い
人
」に
は

　
　
　
　
財
産
の
差
し
押
さ
え
や
公
売
も

シ
リ
ー
ズ
「
市
税
の
納
付
」
②

 嗣
 さ
ん
（
２
年
）、

し

 馬
  越
  昂
  輝
 さ
ん

う
ま
 こ
し
 こ
う
 き

（
２
年
）、
三
好
 泰
 さ
ん
（
３
年
）、

ゆ
た
か

田
中
 瑛
  士
 さ
ん
（
４
年
）

え
い
 じ

、
田
中
 穂
 
ほ
の

 香
 さ
ん
（
５
年
）、
髙

か

梨
 哲
 さ
ん
（
６

て
つ

年
）、
草
野
 桃
  里
 さ
ん
（
６
年
）

も
も
 り

※
２
月
　
日
醤
　
時
～
　
時
　
分
N

24

16

16

59

H
K
教
育
テ
レ
ビ
「
ぼ
く
の
絵
わ
た

し
の
絵
～
第
　
回
全
国
教
育
美
術
展

67

か
ら
～
」
の
中
で
、
南
部
小
学
校
４

な
り
ま
す
。

　
な
お
、
収
税
課
で
は
、
納
税
相
談
を

平
日
の
　
時
ま
で
と
、
日
曜
日
の
８
時

20

　
分
か
ら
　
時
　
分
ま
で
行
っ
て
い
ま

30

17

15

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
口
座
振
替
で
納
付
忘
れ
の
防
止
に

　
口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
、指
定
口
座

か
ら
納
期
限
の
日
に
自
動
的
に
振
り
替

え
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。期
限
を

う
っ
か
り
忘
れ
た
り
、納
付
窓
口
に
出
か

け
る
負
担
も
な
く
、と
て
も
便
利
で
す
。

【
問
合
せ
】
収
税
課

　
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
②

　
   所
得
に
応
じ
て

　
　
　
　
　
保
険
料
の
軽
減
も

４月１日か　
　ら 

険
料
は
、「
均
等
割
額
」
の
３
万
７
千
　400

円
と
、
総
所
得
金
額
か
ら
　
万
円
の
基

33

礎
控
除
額
を
引
い
た
金
額
に
７
・
　
パ
12

ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
た
「
所
得
割
額
」
の

合
計
額
で
す
（
上
限
は
　
万
円
、　
円

50

100

未
満
は
切
り
捨
て
）。

　
例
え
ば
、
年
金
収
入
の
み
の
単
身
世

帯
で
、
平
均
的
な
年
金
受
給
額
　
万
円

208

の
方
は
、
均
等
割
額
３
万
７
千
　
円
と

400

所
得
割
額
３
万
９
千
　
円
の
合
計
、
７

160

万
６
千
　
円
が
年
間
保
険
料
で
す
。

500

世
帯
の
所
得
に
よ
り
　
　

均
等
割
額
を
軽
減

　
さ
ら
に
、所
得
の
低
い
方
に
配
慮
し
、

被
保
険
者
の
均
等
割
額
は
、
世
帯
の
所

得
に
応
じ
て
、
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
世
帯
の
被
保
険
者
と
世
帯
主
の
総
所

得
金
額
の
合
計
額
が
、
表
の
「
軽
減
基

準
額
の
計
算
方
法
」
で
求
め
た
基
準
額

以
下
の
場
合
は
、
均
等
割
額
が
減
額
と

な
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
年
金
収
入
の
み
の
単
身
世

帯
で
、
受
給
額
が
年
　
万
円
以
下
の
場

168

合
は
、
年
金
基
礎
控
除
額
（
　
万
円
）

120

と
、
高
齢
者
特
別
控
除
（
　
万
円
）
を

15

引
く
と
、
所
得
金
額
が
　
万
円
以
下
と

33

な
る
こ
と
か
ら
、
７
割
軽
減
の
基
準
額

　
万
円
以
下
と
な
り
、
均
等
割
額
が
１

33万
千
　
円
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

200

　
ま
た
、
年
　
万
円
を
超
え
　
万
円
以

168

203

下
の
単
身
世
帯
の
場
合
は
、
同
様
に
計

算
す
る
と
、
所
得
金
額
が
２
割
軽
減
の

基
準
額
　
万
円
以
下
と
な
る
こ
と
か
ら
、

68

均
等
割
額
は
２
万
９
千
　
円
で
す
。

900

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
に

激
変
緩
和
措
置
も

　
　
歳
（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合
は

75
　
歳
）
に
な
る
直
前
に
、
被
用
者
保
険

65の
被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
た
方
に
は
、

激
変
緩
和
措
置
と
し
て
、
資
格
取
得
日

か
ら
２
年
間
は
、
保
険
料
が
均
等
割
額

の
半
額
に
な
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
一
時
的
な
措
置
と
し
て
、

平
成
　
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
保
険

20

料
は
０
円
、　
月
か
ら
平
成
　
年
３
月

10

21

ま
で
は
、
３
千
　
円
（
均
等
割
額
の
１

740

割
）
で
す
。

【
問
合
せ
】
国
保
年
金
課

  第
　
回
全
国
教
育
美
術
展
で

６７
　
　
　
南
部
小
学
校
が
全
国
学
校
賞
に

割りばしを使った作画も

　基準額＝基礎控除額（33万円）７割
軽減

　基準額＝基礎控除額（33万円）
　＋２４.５万円×被保険者数（被保険
　者の世帯主を除く）

５割
軽減

　基準額＝基礎控除額（33万円）
　＋35万円×被保険者数

２割
軽減

※国民健康保険と同様に、年金収入の公的年
金等控除を受けた方は、高齢者特別控除（総所
得金額などから１５万円を控除）を適用します。

■均等割額の軽減基準額の計算方法


